
１前

　

文１

　　

私たち社会民主党 （社民党） は、 社会民

　

主党宣言に基づき、 日本において社会民主

　

主義社会の実現を目指す政党です。 何より

　

も平和・自由・平等・共生の価値観に基づ

　

く政策を展開することで、 政治、 経済、 社

　

会のあらゆる領域で民主主義を徹底するこ

　

とを目標に据えます。

　

私たち社会民主党は、 日本国憲法の平和主

　

義、 国民主権、 基本的人権の尊重という理

　

念を守り育て、 暮らしに生かし、 世界に拡

　

げることを誓い、 人間と自然が共生する文

　

化を創造します。 とりわけ、 戦争を放棄し、

　

戦力の保持を否定した憲法第９条を通じて

　

アジアの人々と連帯し非軍事の国際貢献に

　

徹して国際社会との協調を図ります。

　

私たち社会民主党は、 目指すべき社会の実

　

現に向けて勤労者、 農業、 漁業、 林業など

　

第１次産業に従事する人 、々 中小零細企業

　

者、 そして市民運動や学者文化人らの広範

　

な勢力と共同の作業を進めます。 そのため

　

自立、 参加、 分権と情報公開を軸とした党

　

活動の下で党全体の合意形成を図り、 党員

　

および協力党員は社会民主主義の価値観を

　

獲得するため、 日常的に自己研鎖、 自己改

　

革に努めます。

第１章

　

総

　

則

第１条 〈名称〉

１

　

本党は、 社会民主党 （社民党） と称し、
全国連合の事務所を東京都に置く。

第２条 〈目的〉

１

　

本党は、 その基本理念及び政策を実現す

ることを目的とする。
２

　

本党は、 各地方が連合する全国政党であ

　

る。．その組織運営原則は、 自立、 分権、 合

意及び統合の理念に基づき、 全国の党員の

総～意で運営される。

第３条 〈クオータ制の原則〉

本党は、 女性及び社会的に弱い立場の人たち

　

の政治参画を推進するため各議会の候補

　

者、 全国大会代議員、 全国代表者会議代表

委員及び各機関の役員に女性や社会的に弱

　

い立場の人たちの一定比率を保障するよう

努めなければならない。

第２章

　

党

　

員

第４条〈党員資格〉
１

　

本党の党員は、 党員及び協力党員とし、
本党の基本理念及び政策ｏ党則に賛同する

１８歳以上で日本国籍を有する者及び１８歳

以上で、日本に３年以上定住する外国人で、

　

入党手続きを経た者とする。
２

　

入党しようとする者は、 入党申込書に必
′要な事項を記入し、 支部、 総支部、 支部連

合及び都道府県連合のいずれかに提出す

　

る。 支部、 総支部、 支部連合及び都道府県

連合は、 承認手続きの後、 全国連合に報告

するものとする。
３

　

除名、 除籍者の再入党は各都道府県連合
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の執行機関の承認を受ける。
４

　

入党手続きその他党員及び協力党員の資

格に関し必要な事項は、 本党則に定めるも

ののほか、 別に定める規則による。

第５条く離党〉
１

　

離党しようとする者は、 第４条の 「入党」

　

を 「離党」 と読み替えて適用する。
２

　

次の各号に掲げる事由により、 党員及び

　

協力党員はその資格を失う。
①離党

　

②死亡

③除籍
④除名

３

　

国会議員が離党しようとするときは、 所

属する都道府県連合に離党書を提出し、 全

国連合常任幹事会の承認を得なければなら

　

ない。

４

　

党員が１年間以上、 党費未納又は活動不

参加等の場合は所属機関の承認のもと除籍
することができる。

５

　

第１項から第４項に必要な事項は、 本党

則に定めるもののほか別に定める規則によ

　

る。

第６条 〈二重党籍の禁止〉

党員及び協力党員は、 他の政党に参加するこ

　

とはできず、 二重党籍を禁止する。

第７条〈党員の権利と義務〉
１

　

党員及び協力党員は、 次に掲げる権利を

　

有する。 但し、．協力党員は③④項で規定さ

　

れている被選挙権は有しない。

　

①自主的に党活動のあらゆる分野へ参加す

　　

る権利

　

②本党の政策形成と決定に参加する権利

　

③本党公認の議員候補者になる権利

　

－

　

－

　　　　　　　　　　

′ノ

　

④党役員・代議員に立候補又は選挙する権

・ 利

（

　

⑤党首を選出する権利

２

　

党員及び協力党員は次に掲げる義務を負

　

つ。

　

①選挙活動をはじめとした党活動に自主的

　

に参加すること。
②党員は、 党費を納めること。
③協力党員は、 協力党費を納めること。

第３章

　

決議機関

第８条 〈全国大会〉

　

Ｐメド／ｒ

　

． 冴“

１

　

全国大会は、本党の最高決議機関とする。
２

　

全国大会は、 代議員及び党役員でこれを
組織する。

３

　

定期全国大会は、 ２年に１回全国連合常

任幹事会の議を経て、 党首が招集する。
４

　

臨時全国大会は、 全国連合常任幹事会が

必要と認めるとき又は都道府県連合の２分

　

の１以上の要求があつた～ときは、 常任幹事

会の議を経て党首が招集夢１る。

　　　　　　　　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／ノ
５

　

全国大会は、
‐基本理念及び党則の改正、

役員の任免－謝意…を除≦Ｊ、 運動方針、 財

政の決定並びに、 本党則及び諸規則に定め

る事項を決定する。
６

　

全国大会に関し必要な事項は、 本党則に

定めるもののほか、別に定める規則による。

第９条〈全国代表者会議）
１

　

全国代表者会議は、 全国大会に次ぐ決議
機関とする。

２

　

全国代表者会議は、 全国大会開催の中間

年に開催する。 本会議は、 全国連合常任幹

　

事会の議を経て、 党首が招集する。
３

　

臨時全国代表者会議は、 全国連合常任幹

事会の議を経て、 党首が招集する。
４

　

全国代表者会議は． 全国連合常任幹事会

を構成する役員、 都道府県連合の代表者、
代表委員、 各ブロック協議会議長、‐各ブロ

　

ックの・女性の代表、 衆・参国会議員及び自

治体議員団全国会議議長で構成する。
５

　

全国代表者会議に関し必要な事項は、 本

党則に定めるほか、別に定める規則による。

第１０条 〈両院議員総会〉

１

　

両院議員総会は、 党首の招集により、 必

要に応じて開催する。 両院議員総会は、 次

に掲げる諸事項について決議できる。 両院



議員総会の議決に参加できるのは党員議員

に限る。
２

　

両院議員総会は、 内閣総理大臣の指名、
予算および重要政策の議決に際して党議拘

束を決定することができる。 但し、 不信任

案・問責・解任決議案については、 代議士

会、 参議院議員総会において決定すること

もできる。
３

　

両院議員総会は、 政策審議会長及び国会

対策委員長を選任する。
４

　

両院議員総会は、国会運営に関する緊急、
かつ、 重要な事項について議決することが

できる。 なお、 この議決は、 すみやかに全

国連合常任幹事会の承認を得る。 常任幹事

会承認後すみやかに全国大会又は全国代表
者会議を招集し報告・承認を受けなければ

ならない。
５

　

両院議員総会に関して必要な事項は、 本

党則に定めるもののほか、 別に定める規則

による。

第４章

　

執行機関

第１１条 〈常任幹事会〉

１

　

全国連合常任幹事会は、 本党の最高執行

機関であり、全国大会に対して責任を負う。
２

　

全国連合常任幹事会は、第１２条、 第１項、
第１号から第８号までに規定する役員をも

　

って組織し、 党首がこれを代表曹る。
３

　

全国連合常任幹事会は、 政務及び党務を

執行する。

４

　

常任幹事会は、 本党則を実施するため規

則を定めることができる‘

第１２条 〈職務の名称〉

１

　

本党は、全国連合の職務を執行するため、
次の役員をおく。

①党首
②副党首

③幹事長
④副幹事長
⑤政策審議会長
⑥国会対策委員長

　

，

優麗筆委員長
⑨顧問

第１３条 〈職務の規定〉

１

　

役員は、 次の各号に掲げる区分により当

該各号に定める職務を行なう。
①党首

　

本＼
党を代表し、 政務及び党務全般

　

を主宰する。
②副党首

　

党首を補佐し、 党首に事故ある

　

ときはその職務を代行する。
③幹事長

　

党首を補佐し、 政務及び党務の

　

全般を統括する。
④副幹事長

　

幹事長を補佐する。
⑤政策審議会長

　

政策決定及び立法活動の
全般を統括する。

⑥国会対策委員長 国会活動の全般を統括

　

し、 他の党や会派との交渉及び国会運営

　

にあたる。

⑦－選挙対策委員長 選挙活動の全般を統括
する。

⑧常任幹事

　

政務および党務の運営のため

　

に任務を分担し、 その任務分担は、 党首

　

が任命する。
⑨顧問

　

常任幹事会に必要な助言・提言を

行う。
顧問に関し必要な事項は、 別に定める規

則による

第１４条 〈任期〉

　

役員の任期は２年とす，る。

第１５条 〈党首の公選〉

１

　

党首むま党員の投票により選挙する。
２

　

選挙結果を直近の全国大会に報告し、 大

　

会の承認を得る。
３

　

やむを得ない事由により選挙ができない

　

場合は、 全国大会又は、 全国代表者会議を
／招集し選出することができる。

　

但し、 全国代表者会議で党首を選出した

　

場合、 すみやかに全国大会を招集し承認を

受けなければならない。
４

　

党首選挙に関し必要な事項は、 本党則に

，モ

　

ノ
－

　

「‐



定めるもののほか、別に定める規則による。 ４

　

全国幹事長会議に関し必要な事項は、 本

党則に定めるほか、別に定める規則による。

第「６条 く副党首等の役員選出〉

１

　

副党首、 幹事長、 副幹事長、 政策審議会

　

長、 国会対策委員長、 選挙対策委員長、 常

　

任幹事、 会計監査、 中央規律委員長及び規

　

律委員は全国大会で任免される。
２

　

政策審議会長、 国会対策委員長は両院議

　

員総会で選任し、 全国大会で承認する。
３

　

全国連合常任幹事会は顧問を推薦し、 全

　

国大会又は全国代表者会議で承認する。
４

　

役員の欠員が生じた場合は直近の全国大

会又は全国代表者会議で選任する。
５

　

副党首等の役員選出に関し必要な事項

は、 本党則に定めるもののほか、 別に定め

　

る規則によるげ‐－

第１７条 〈役員選考委員会〉

１

　

全国連合常任幹事会は、 全国大会の招集

，にあたり役員選考委員会を設置することが

できる。 この場合、 全国大会の承認をうる

　

もの とする。

２

　

役員選考委員会は、 副党首、 幹事長、 副

幹事長、 選挙対策委員長、 常任幹事、 会計

監査、 中央規律委員長及び中央規律委員と

　

なるべき者を選考し立候補を促すことがで

　

きる。

３

　

役員選考委員会に関し必要な事項は、 本

党則に定めるもののほか別に定める規則に

　

よる。

　　　

、

第１８条

　

〈全国幹事長会議〉

１

　

全国幹事長会議は、 全国大会及び全国代

　

表者会議の決定に基づき、 運動、 組織、 政

策等の推進及び政治課題について協議し決

　

定 す る。

　　　　

・

　　　

ｒ

　　

、

２

　

本会議は全国連合常任幹事会の議を経て

　

党首が必要に応じて招集する。

３

　

全国幹事長会議の構成は、 全国連合常任

　

幹事会を構成する役員、 都道府県連合幹事

　

長、 各ブロック協議会事務局長、 衆 ｏ参国

　

会議員及び自治体議員団全国会議幹事長と

する。

第１９条

　

〈政策審議会〉

１

　

政策、 立法の調査、 研究及び企画・立案、

法案審査のため、 常任幹事会の下に党所属

の衆参国会議員で構成する政策審議会を置

　

き、 政策審議会長が統括する。
２

　

政策審議会は政策審議委員会 （政審全体

会議） を開催し、 党の政策及び法案に対す

る対応その他立法の方針について審議し、
政策審議会としての意思決定を行なう。

３

　

政策審議会が政策及び立法に関する重要

事項を決定する場合は全国連合常任幹事会

　

の承認を得るものとする。

４

　

政策審議会に役員として副会長若干名を

置く。 政策審議会長は副会長を選任するこ

　

とができる。 副会長のうち１名を政策審議

会長代理に指名することができる。
５

　

政策審議会に部会のほか、 必要に応じて

特別委員会、 プロジェクトチーム、 調査会

等を設置することができる。 これらの役員

は政策審議会長が選任する。
６

　

政策審議会に設置した各部会及び各種委

員会は、 所管の政策、 法案等について企

画。立案、 調査。研究を行ない、 政策審議

委員会 （政審全体会議） に素案を提案し承

認を求める。

第２０条

　

（国会対策委員会〉

１

　

国会活動Ｊ「去案に関する事項を協議する

　

ため、 常任幹事会の下に党所属の衆参両院

　

の国会議員で構成する国会対策委員会を置

　

き、 国会対策委員長が統括する。
２

　

国会対策委員長は、 副委員長、 委員を選

任することができる。

３

　

国会対策委員会は重要事項を決定する場

　

合は、 両院議員総会の承認を受けるととも

　

に全国連合常任幹事会に報告しなければな

　

らない。



第５章

　

党組織

第２１条 〈基本組織〉

１

　

本党の本部は全国連合であり、 このもと

　

に都道府県連合、 支部連合、 総支部及び支

　

部を設置する。
２

　

本党の都道府県連合、 支部連合の解散に

ついては、 全国連合常任幹事会の承認を必

要とする。 また総支部、 支部の解散につい

ては、 都道府県連合の承認を必要とする。
３

　

政治資金規正法に基づいて届出されてい

　

る支部の解散については、 全国連合常任幹

事会の承認を必要とする。
４

　

組織及び運営に関して必要な事項は、 本

党則に定めるもののほか、 別に定める規則

　

による。

第２２条 〈全国連合〉

１

　

全国連合は全国的な政治課題を中心に活

動ノし、 都道府県連合と支部連合の活動を調
整、 執行及び実践する。

第２３条 〈都道府県連合〉

１

　

都道府県連合は、 常任幹事会を構成し全

国連合と協力し、 それぞれの地方における
政治課題を中心に活動し、 支部連合及び総
支部・支部の活動を調整、 執行及び実践す

　

る。

第２４条 〈支部連合〉

１

　

支部連合は、 衆議院小選挙区ごとに設置

　

し、／常任幹事会を構成し、 全国連合、 都道

府県連合及び総支部と協力して活動する。

第２５条 〈総支部）

１

　

．総支部は行政区 （都道府県議会議員選挙

　

区） 単位に２つ以上の支部で構成し都道府

県連合の承認を得て総支部を組織する。
２

　

総支部は常任幹事会を構成し一

　

都道府県

　

連合及び支部連合と協力し、 それぞれの地

域における政治課題を中心に活動し、 支部

　

の活動を調整、 執行及び実践する。

第２６条 〈支部〉

１

　

支部は３名以上の党員で構成する活動体
である。

２

　

党員は自らの選択で議員支部、地域支部、
職場支部、 職域支部、 専門 （業種） 分野別
支部のいずれかに参加する。

３

　

地域支部と職場支部、 議員支部は総支部

　

に所属する。 職域支部 （広域支部） と専門

　

（業種） 分野別支部は総支部もしくは都道

府県連合に所属する。
４

　

職域支部、 専門 （業種） 分野別支部に関

　

し必要な事項は、 本党則に定めるほか別に
定める規則による。

第２７条 〈ブロック協議会〉

１

　

ブロック協議会は、 衆議院比例代表選挙

　

区ごとに設置する。
２

　

ブロック協議会は、 選挙活動をはじめと

する党活動全般にわたる都道府県連合の活
動の協力と調整を行ない、 党の基本組織に

準ずる機関として設置される。
３

　

ブロック協議会に関し必要な事項は、 本

党則に定めるほか別に定める規則による。

第２８条 〈市民運動、 労働運動、 支持団体〉

１

　

本党は、 市民の立法・政策活動はじめ政
策制度要求活動を推進するため、 ＮＧ０、
ＮＰ０、 生協など市民運動団体や労摺働団体及
び中小企業団体など諸団体とネットワーク

　

を結び、 多彩な活動を行なう。

　

この場合、 当該団体との協力・協働関係

の育成・促進のため協議の場を設けること

ができる。
２

　

本党は、 党を支持することを決議した全

国 （中央） 団体と支持・協力関係を結ぶこ

　

とができる （支持・協力団体）。

　

なお全国連合常任幹事会は、 支持・協力

団体との間に定期的な協議を行うものとす
る。

３

　

支持・協力 （支援） 団体に関して必要な

事項は、 本党則で定めるほか別に定める規

則による。



第６章

　

国際連帯

第２９条 〈社会主義インターナショナル〉

１

　

本党は、 国際連帯をすすめるために社会

　

主義インターナショナルに加盟する。

第７章

　

選挙対策
／

　　　

．・“

　

－

ｒ第３０条 く選挙対策委員会〉

１ーイ本党は、 全国連合に、 選挙対策委員会を

　

設置する。

２

　

選挙対策委員会に関し必要な事項は、 本

　

党則に定めるほか、別に定める規則による。

第３１条 〈議員候補者の擁立と公認手続き〉

－１

　

各級議員の候補者の擁立にあたって公

　

募、 公選、 予備選挙など多様な方法を用い、

　

幅広く有能な人材を発掘し、 議員 ｏ首長を

　

擁立し決定する。

１０

　

知事、 政令市長候補の推薦は、 当該都道

府県連合と全国連合で協議し都道府県連合

で決定のうえ、 政策協定書などを添付して

全国連合に報告する。

　

その他の首長選挙の公認・推薦・支持は

都道府県連合で決定し、 全国連合へ報告す

　

る。

第８章

　

議員の役割

第３２条 く議員の責務〉

１

　

国会議員及び自治体議員は、 選挙民から

受けた信託の重みを十分に認識し、 本党の

理念の実現並びに生活者のニーズと自立を

達成するための政治、 経済、 社会、 文化な

　

どの政策の立案と実現に努めなければなら

　

ない。

第３３条 （国会議員団〉

１

　

衆議院議員団及び参議院議員団は、 院内

確認のうえ全国連合常任幹事会に申請し、
全国連合常任幹事会が決定する。

３

　

衆議院比例代表名簿登載候補者の決定及

び順位については、 ブロッ，ク協議会で協議、÷・／
′ご

確認のうえ全国連合常任幹事会が決定す

　

る。

　　　　　　　　　　　　　　

メノ・‐フヂ

４

　

衆議院小選挙区候補の推薦は、 当該都道

　

府県連合および当該ブロックと全国連合が

　

協議、 確認のうえ全国連合常任幹事会が決

　

定する。

５

　

参議院選挙区候補の公認は、 都道府県連

　

合が協議、 確認のうえ全国連合常任幹事会

　

に申請し、全国連合常任幹事会が決定する。
６

　

参議院選挙区候補の推薦は、 当該都道府

　

県連合と全国連合が協議し、 全国連合常任

　

幹事会が決定する。
７

　

参議院比例代表名簿登載候補者について

　

は、 全国連合常任幹事会が決定する。
８

　

自治体議員の公認・推薦ｏ支持は都道府

　

県連合が決定し、 全国連合へ報告する。
９

　

知事、 政令市長候補の公認は、 都道府県
′連合が決定し、．全国連合へ報告する。

２ノ

　

衆議院小選挙区候補者の公認は、 支部連

　　

１

　

衆議院議員団及び参議院議員団は、 院内

　

合－の…推藁冒に基づき、 都道府県連合が協議、・
”●●ミニ

　

での多数派を形成するために、 党員以外の

議員又は他の会派と統一会派を作ることが

できる。

　

この場合、 代議士会又は参議院議員総会

による全会一致の決定を得て両院議員総会

と全国連合常任幹事会の承認を受ける。
２

　

国会議員秘書は、 国会議員秘書団を組織

し国会議員団の活動を補佐する。
３

　

国会議員団と全国連合常任幹事会は、 前

議員によって組織される社民党前議員会と

の協議ｏ協力を行なう。

第３４条〈自治体議員団〉

１

　

党の自治体議員は当該議会において団

（会派） を構成する。
２

　

ただし、議会での多数派を形成するため、

党の推薦議員、 党員以外の議員、 又は他の、

会派と統一会派を作ることができる。 この

場合、 当該党組織の常任幹事会の承認を得

る。

３

　

党全国連合は、 自治体議員団全国会議と

協力して全国の自治体議員を組織する。
４

　

党都道府県連合は、 自治体議員団 （都道



府県） 会議と協力して自治体議員を組織す

る。

５

　

自治体議員団に関し必要な事項は本党則

に定めるほか、 別に定める規則による。

第９章

　

規律委員会

第３５条 〈規律委員会）

１

　

本党の規律を保持し、 政治倫理の確立を

図るため、 全国連合に中央規律委員会を、
都道府県連合に都道府県規律委員会を置

　　　　

く。

第３７条 〈不服申し立て〉

１

　

中央規律委員会の決定により除名された

国会議員は、 全国大会に不服を申し立てる

　

ことがで きる。

２

　

都道府県規律委員会の決定により処分さ

れたものは、 中央規律委員会に対し不服を

　

申し立てることができる。
３

　

不服申立ての手続その他不服申立てに関

　

し必要な事項は、 別に定める規則による。

第１０章

　

会計

第３８条 く会計〉

１

　

本党の経費は党費、協力党費、事業収入、

　

寄付金及び交付金をもって充当する。

第３９条 〈会計年度と予算案〉

１

　

会計年度は１月１日から１２月３１日まで

　

とし、 当該年度の予算案を全国大会又は全

　

国代表者会議に提出し、 その承認を受けな

　

ければならない。
２ ・会計に関し必要な事項は、 本党則に定め

　

るもののほか、 別に定める規則による。

第４０条 く会計監査〉

１

　

全国連合、 都道府県連合、 支部連合、 総

　

支部及び支部にそれぞれ会計監査を置く。
２

　

全国連合会計監査は、 全国連合の役員と

　

して全国大会で選出する。
３

　

会計監査に関し必要な事項は、 本党則に

定めるもののほか、 別に定める規則による。

第４１条 〈党費及び協力党費〉

１

　

党費、 協力党費の額およびその徴集等に

　

関する手続は、 別に定める規則による。

２

　

中央規律委員会は、 党所属国会議員の処

分に関し審査を行ない、 これを決定すると

ともに、 都道府県規律委員会の決定に対す

る不服申し立てについて審査する。
３

　

都道府県規律委員会は、 党所属国会議員

を除く党員の処分に関し審査を行い、 これ

を決定する。
４

　

ノ中央規律委員長および委員は、 全国連合

の役員として全国大会で選出する。
５

　

規律委員会に関し必要な事項は、 本党則

に定めるもののほか、 別に定める規則によ

る。

－・ 第３６条 〈処分〉

　

１

　

党員は、 次の各号のいずれかに該当する

　　

ときは、 中央規律委員会又は都道府県規律

　

委員会の処分を受ける。

　　

①党則又は諸規則に違反した場合。

　

②党員たる品位を汚す行為を行なった場

　　

合。

　　

③公職にある者として著しく政治倫理に反

　　

する行為を行なった場合。

　

２

　

処分内容は次の各号による。

　　

①厳重注意

　　

②始末書の提出

③１年以内の党員権停止

④党役員の取り消し

⑤議会及び政府の役職の辞任勧告
⑥議員辞職勧告

⑦除名

′，

第１１章 全国連合事務局

第４２条 〈全国連合事務局〉

１

　

全国連合の事務を処理するため、 全国連

　

合に事務局を設け、 必要な職員を置く。
２

　

全国連合事務局の構成及び運営等に関し

必要な事項は、 別に定める規則による。



第１２章

　

党則改正

第４３条 〈党則改正〉

１

　

本党の基本理念、 党則の改正、 解散及び

　

合併については、 全国大会出席代議員の３

　

分の２以上の賛成によって行なう。

１付

　

則ｉ
１

　

党名変更に伴い、 党則を改正し、 １９９

　

６年１月１９日から施行する （社会党第６

　

４回定期全国大会）。
２

　

本党則の一部を改正し、．１９９８年１月

　

２５日から施行する （社民党第４回定期全

　

国大会）。
３

　

本党則のー部を改正し、 ２００１年１０

　

月２８日から施行する （社民党第７回定期

　

全国大会）。
４

　

本党則の一部を改正し、 ２００６年２月

　

１ ２日から施行する （社民党第１０回定期

　

全国大会）。

／


